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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィールドプレート抵抗を有する集積回路であって、該フィールドプレート抵抗は、
ａ、半導体基板中に形成され、第１および第２の接触領域を有する抵抗基体と、
ｂ、該抵抗基体上の第１の絶縁性層であって、該抵抗基体上に位置し、頂部表面および底
部表面を有する第１の絶縁性層と、
ｃ、該第１の絶縁性層中の接触窓であって、該第１の絶縁性層の頂部表面から該第１の絶
縁性層を通して該抵抗基体まで延びる接触窓と、
ｄ、該第１の絶縁性層上にあり、それと同延するフィールドプレートであって、頂部表面
および底部表面を有し、底部表面の一部分が該第１の絶縁性層中の該接触窓を通して延び
、該抵抗基体の該第１の接触領域と接触するようになっているフィールドプレートと、
ｅ、第２の絶縁性層であって、その第１の部分が少なくとも該フィールドプレートを被覆
する第２の絶縁性層と、
ｆ、該フィールドプレートの該頂部表面への電気的接触と、
ｇ、該抵抗基体の第２の接触領域への電気的接触であって、該フィールドプレートから電
気的に絶縁されている電気的接触と、
ｈ、該第２の絶縁性層の該第１の部分上に形成される複数の金属導電体と、
から成る集積回路てあって、構成要素ｆ、ｇおよびｈが、単一の金属層から成る集積回路
。
【請求項２】
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　請求項１に記載の集積回路において、
　該フィールドプレートが、ポリシリコンから成る集積回路。
【請求項３】
　請求項２に記載の集積回路において、
　該第１および第２の絶縁性層がＳｉＯ２である集積回路。
【請求項４】
　請求項２に記載の集積回路において、さらに、
　該フィールドプレートのまわりに形成された絶縁性スペーサを有する集積回路。
【請求項５】
　請求項２に記載の集積回路において、
　該フィールドプレートの頂部表面への電気的接触が、障壁層から成る集積回路。
【請求項６】
　請求項５に記載の集積回路において、
　該抵抗基体の第２の接触領域への電気的接触が、障壁層から成る集積回路。
【請求項７】
　請求項１に記載の集積回路において、
　該フィールドプレートの頂部表面への電気的接触が、該第１の絶縁性層中の接触窓を通
して延び、該抵抗基体の第１の接触領域と接触する該フィールドプレートの底部表面の該
一部分の上にある集積回路。
【請求項８】
　フィールド抵抗を有する集積回路を製作する方法であって、
ａ、第１および第２の接触領域を有する抵抗基体を、半導体基板中に形成する工程と、
ｂ、第１の絶縁性層であって、頂部表面と底部表面を有する第１の絶縁性層を該抵抗基体
上に形成する工程と、
ｃ、該第１の絶縁性層中に、該第１の絶縁性層の頂部表面から該第１の絶縁性層を通して
該抵抗基体まで延びる接触窓を形成する工程と、
ｄ、該第１の絶縁性層上にあり、それと同延するフィールドプレートであって、頂部表面
および底部表面を有し、該底部表面の一部分が該第１の絶縁性層中の接触窓を通して該抵
抗基体の該第１の接触領域と接触するフィールドプレートを形成する工程と、
ｅ、第２の絶縁性層を堆積する工程であって、該第２の絶縁性層の第１の部分が、少なく
とも該フィールドプレートを被覆している工程と、
ｆ、金属層を堆積する工程と、
ｇ、（ｉ）該フィールドプレートの頂部表面に対する電気的接触と、
（ｉｉ）該抵抗基体の該第２の接触領域に対する電気的接触であって、該フィールドプレ
ートから電気的に絶縁される電気的接触と、
（ｉｉｉ）該第２の絶縁性層の該第１の部分上に形成される複数の金属導電体と、を形成
するために該金属層をパターン化する工程と、を含む方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　該フィールドプレートが、ポリシリコンから成る方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、
　該第１および第２の絶縁性層が、ＳｉＯ２である方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、さらに
　該フィールドプレートのまわりに形成される絶縁性スペーサを形成する工程を含む方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
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本発明は一般的には半導体プロセス技術、より具体的には、フィールドプレート抵抗上に
最大ルートを形成するためのフィールドプレート抵抗に関する。
【０００２】
本発明の背景
半導体基板上に抵抗を作製する各種の方法が知られている。米国特許第４，１４０，８１
７号、５，５４８，２６８号、５，６８３，９２８号、５，９７６，３９２号、５，９８
９，９７０号、６，０６９，３９８号及び６，０９３，５９６号は、ここに参照文献とし
て含まれており、抵抗の作製方法を明らかにしている。
【０００３】
集積回路中で、トレースのような金属は、高シート抵抗値の拡散抵抗の基体上を通り、ト
レースに電圧が印加された時、抵抗の抵抗値に変化を生じさせる可能性がある。トレース
上の電圧は、トレース下の抵抗領域を反転、空乏又は蓄積にする可能性があり、望ましく
ない。
【０００４】
１つの解決法は、その問題を軽減するために、抵抗上に金属導体のルートを形成しないこ
とであった。しかし、この技術では、価値のある面積を無駄に使い、この技術を用いた集
積回路基体を、金属導電体のルートを形成するために抵抗上の面積を用いた集積回路基体
より、面積的に大きくする。
【０００５】
図１８に示される別の解は、抵抗基体上に抵抗接触の最初の１つに接触する金属トレース
を延ばすことであった。フィールドプレートとして知られる金属延長部は、レイアウト、
設計及び作製則が許すように、第２の抵抗に接続される金属まで、ほぼ延びる。このよう
にして、第１の抵抗に印加された電圧は、抵抗基体上のフィールドプレートにも印加され
る。第２の抵抗接触は、別の電位に接続される。しかし、第１の接触及びフィールドプレ
ートに印加された電圧のために、抵抗の抵抗値の変化は残り、少くともその電圧は知られ
ている。金属フィールドプレートを用いる欠点は、接触領域を除く抵抗基体上の領域が、
抵抗への接触と同じ金属層中に、他の金属導電体のルート形成に使えないことである。も
ちろん、当業者にはよく知られているように、金属導電体は金属のより高い層中で、抵抗
基体上でルート形成することはできる。
【０００６】
図１９に示された更に別の解は、抵抗の基体上にポリシリコンフィールドプレートを形成
することである。抵抗接触の第１の接触に接続される金属トレースはまた、ポリシリコン
フィールドプレートにも接続される。この技術を用いると、抵抗の基体上の領域の一部が
、抵抗への接触と同じ金属層で、他の金属導体のルート形成に使える。抵抗接触の最初の
１つに接続された金属は、ポリシリコンフィールドプレートと第２の接触を作るから、ポ
リシリコンフィールドプレートと接触する領域は、ポリシリコンとの接触の近くのいずれ
の領域とともに、レイアウト、設計及び作製則のため、抵抗への接触と同じ金属層中で、
他の金属導電体のルート形成に使うことはできない。
【０００７】
必要なことは、抵抗の基体上の本質的にすべての領域を、レイアウト、設計及び作製則が
、抵抗への接触と同じ金属層で、金属導電体のルート形成に使えるようにするフィールド
プレート抵抗である。
【０００８】
本発明の要約
本発明に従うと、集積回路は抵抗への接触と同じ金属層中に形成された金属導電体のルー
トを形成するための増加した領域をその上に有するフィールドプレート抵抗を含み、一連
のプロセス工程で作製される。抵抗基体と各端部の接触領域を有する抵抗は、半導体基板
の活性領域中に形成される。絶縁材料の第１の層が抵抗上に形成され、第１の接触領域を
形成するため、絶縁性材料の第１の層を通して、抵抗基体まで窓が開けられる。フィール
ドプレートを規定するために、第１の絶縁層の上にポリシリコンの層が形成され、ポリシ
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リコンフィールドプレートは抵抗の第１の接触領域と連続し、レイアウト、設計及び作製
則で許されるように、抵抗基体上を本質的に他の接触領域まで延びる。第２の絶縁層が、
ポリシリコン層上に形成される。ポリシリコンフィールドプレート及び第２の接触領域に
接続するため、第２の絶縁層中に窓を開ける。抵抗への接触と同じ金属層中に形成された
金属導電体のルートを形成するために、増加した領域を有するフィールドプレート抵抗の
ポリシリコンフィールドプレート上に、導電体を形成するために、金属層を形成し、不要
な金属をエッチング除去する。
【０００９】
詳細な記述
図１ないし１６は、抵抗への接触と同じ金属層中に形成された金属導電体のルートを形成
するための領域を上にもつフィールドプレート抵抗（２２）の作製方法における工程を示
すウエハ又は半導体基板（２０）の一連の断面図である。好ましい実施例において、半導
体基板はシリコンであるが、本発明はそれに限定されない。他の周知の半導体を用いてよ
い。ｐ形シリコン抵抗の作製について示されているが、本発明はそれに限定されない。こ
こで述べる方法は、金属の第１層中に作製された金属接触を有する半導体基板中に、フィ
ールドプレート抵抗を作製することを示しているが、本発明は金属のより高い層中に作製
された金属接触を有するフィールドプレート抵抗を作製するために用いることができる。
【００１０】
図１に示されるように、フィールドプレート抵抗（２２）が中に作製されることになるタ
ブ又は活性領域（２４）が、半導体基板（２０）中に形成される。活性領域（２４）への
ｎ＋注入工程と、たとえば化学気相堆積プロセスにより、約１ミクロン厚のシリコンのエ
ピタキシャル層を成長させることによって、基板（２０）の上部表面（３０）の下に、埋
込みｎ＋層（２８）が生じる。活性領域（２４）の大きさ及び形は、中に含まれるフィー
ルドプレート抵抗を含むデバイスの数とともに、その中に作製すべきフィールドプレート
抵抗の大きさに依存する。
【００１１】
全面のエッチング工程により、基板（２０）の上部表面（３０）から酸化物（図示されて
いない）を除き、活性領域（２４）への接続を作る。くぼみ（２６，３２）及び（３４）
は、たとえばプラズマエッチングプロセスにより、基板（２０）の上部表面中にエッチン
グされる。活性領域（２４）内で、抵抗（２２）の外側に、接触（３６）を形成するため
に、深いコレクタ中へのｎ＋注入が行われる。接触（３６）は上部表面（３０）から埋込
みｎ層（２８）への電気的接続を作る。たとえば、リセスポリバッファＬＯＣＯＳ（ロコ
ス）プロセスといった周知のプロセスにより、分離のための溝の中に、フィールド酸化物
を成長させる。
酸化物の成長と同時に、ｎ＋注入種が拡散する。
【００１２】
図２に示されるように、フォトレジストのマスク（図示されていない）が、注入が必要な
い表面（３０）の部分上で、パターン形成される。活性領域（２４）の一部には、抵抗基
体（３８）を形成するために、ホウ素のようなｐ＋注入種が注入されるが、ホウ素には限
定されない。注入するドーパントの量は、当業者には周知のように、抵抗（２２）が持つ
べき抵抗値によって決る。次に、フォトレジストを除去する。
【００１３】
別のフォトレジスト層（図示されていない）が、ｎ＋接触促進注入が必要ない表面（３０
）上で、パターン形成される。図３に示されるように、ｎ＋接触促進注入により、接触（
３６）内に、接触領域（３６’）を形成する。接触領域（３６’）はｎ＋注入により、接
触（３６）より低い抵抗を有する。その後、フォトレジスト層を除去する。以後、フォト
レジスト又はマスクの堆積、パターン形成及び除去については、いちいち述べない。当業
者はそのような工程の必要性を知るであろう。
【００１４】
ポリシリコン形成工程では、ＴＥＯＳ酸化物のような絶縁材料層を、全基板（２０）の表
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面（３０）上に形成する。図４に示されるように、酸化物層（４０）は、典型的な場合、
３５０オングストロームの厚さである。約６００オングストロームの厚さをもつアモルフ
ァス多結晶シリコン層（４２）は、酸化物層（４０）上に、化学気相堆積によって堆積さ
せてよい。層（４２）上にマスクをパターン形成し、抵抗基体（３８）との第１の接触（
４６）として、接触を形成する中で、アモルファス多結晶シリコン層（４２）及び酸化物
層（４０）を抵抗基体（３８）のシリコンまで貫くプラズマエッチングプロセスにより、
エミッタ窓（４４）がエッチングされる。
【００１５】
図５は化学気相堆積プロセスにより、アモルファス多結晶シリコン層（４２）上に、典型
的な場合３１００オングストロームの厚さのポリシリコンの層（４８）を全面に堆積させ
た後の基板（２０）の断面図である。アモルファス多結晶シリコン上に層を形成するのに
加えて、ポリシリコンの層（４８）が窓（４４）を満し、抵抗基体（３８）との接触を作
り、第１の抵抗接触（４６）を規定する。ドープエミッタプロセスの一部として、ポリシ
リコンの層（４８）に図６に示されるように、ｐ－ドープポリシリコンを形成するため、
ホウ素のようなｐ形ドーパントが注入されるが、ホウ素には限定されない。ポリシリコン
のドーピングは、他の周知の方法によってもできる。本発明では注入は必要ではないが、
プロセス工程をつけ加えることなく、既存のプロセスで作製中のフィールドプレート抵抗
（２２）には寄与する。ｐ形ドーパントは接触（４６）中に促進された接触領域（４６’
）を形成する。促進された接触領域（４６’）は、接触（４６）より低い抵抗値をもつ。
【００１６】
注入に続いて、ポリシリコンの層（４８）にハードマスクを形成し、次にプラズマエッチ
ングプロセスによってエッチングされる。ポリシリコンの層（４８）がエッチングされる
時、ポリシリコンの層（４８）の不要の領域が除去されるだけでなく、アモルファス多結
晶シリコン層（４２）及びＴＥＯＳ層（４０）の不要の領域も、エッチング除去される。
フィールドプレート（５０）を形成する残ったポリシリコンが、図７に示されている。ポ
リシリコンの層（４８）の残った部分は、抵抗基体（３８）の本質的に全体の上に延びる
。フィールドプレート（５６）のドープポリシリコンは、窓（４４）及び促進接触領域（
４６’）中のドープポリシリコンを通った抵抗基体（３８）への導電路を作る。熱処理工
程中、アモルファス多結晶シリコン層（４２）は、ポリシリコンの層（４８）中に入り、
一体となり、ポリシリコン層（４８’）を形成する。ポリシリコン（４８’）は抵抗基体
（３８）の本質的に全体上に延び、酸化物層（４０）により、それから分離される。レイ
アウト、設計及び作製則により、ポリシリコン層（４８’）は別の窓を形成すべき領域（
図７の右側）から、エッチング除去される。
【００１７】
他の工程は本発明では必要ないが、既存のプロセスでは存在し、エミッタ接触（図示され
ていない）のポリシリコン構造の周辺及びポリシリコン層（４８）又は（４８’）で形成
されたフィードプレート（５０）の周囲に、スペーサ（５２）を形成する。ＴＥＯＳ酸化
物のような絶縁性材料の層を、基板（２０）の全体上に堆積させる。ドライエッチングプ
ロセスにより、不要な絶縁性材料を除去すると、図８に示されるように、ポリシリコン構
造の周囲にスペーサ（５２）が残る。スペーサ（５２）は表面（３０）で典型的な場合、
１５００オングストロームの幅である。既存のプロセスにおいて、スペーサ（５２）は同
じ基板上に作製される金属－酸化物－半導体デバイス又は自己整合デバイスに適合するよ
うに、ポリシリコン構造の周囲に置かれる。スペーサ（５２）は第２の抵抗接触（５８）
と自己整合し、抵抗基体（３８）上の領域が、より多く使えるようになる。本発明では必
要ではないが、プロセス工程を変えたり追加することなく、この工程は既存のプロセスで
フィールドプレート抵抗（２２）を作製するのに寄与する。
【００１８】
図９に示されるように、表面注入工程で、コレクタ接触（３６）の促進接触領域（３６’
）に、ひ素又はリンのようなｎ形ドーパントを注入するが、これらのドーパントには限定
されない。注入により、促進接触領域（３６’）及びコレクタ接触（３６）の抵抗が下る
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。注入をｎタブコレクタ接触に限定するため、マスク（図示されていない）を形成すると
、埋込み層（２８）まで下方に延びる深いｎ＋コレクタ接触ができる。
【００１９】
本発明では必要ないが既存のプロセスには存在する更に別の工程は、図１０に示されてい
るベース促進注入である。ベース促進注入において、抵抗を下るために、エミッタ接触（
図示されていない）のポリシリコン構造及びフィールドプレート（５０）に再びホウ素の
ようなｐ形ドーパントが注入されるが、ホウ素に限定されない。（５４）と示されたフォ
トレジストマスクは注入を避けるべき領域をマスクする。より重要なことは、抵抗基体（
３８）中の第２の抵抗接触（５８）が形成される領域（５６）で、自己整合ｐ＋注入が実
現されることである。
【００２０】
当業者には周知のように、電気的及び熱的雑音の遮断のため、活性領域（２４）周囲に、
溝（６０）が形成される。その工程は示されていないが、最終的（６０）な溝（６０）は
図１１に示されている。溝（６０）の形成中、マスクが形成され、たとえばプラズマエッ
チングプロセスにより、溝がエッチングされる。ｐ＋注入により、溝（６０）の底に注入
領域（６２）が形成される。溝に側壁酸化物が形成され、溝はポリシリコンで満される。
熱処理により、注入されたドーパントが窓（４４）下の抵抗基体（３８）中に拡散し、接
触（４６）を形成する。
【００２１】
図１１に示されるように、一括して誘電体層（６６）として示される酸化物のような絶縁
性材料の１ないし複数の層に、平坦化工程を施す。好ましい実施例において、ＴＥＯＳの
層、プラズマ促進ＴＥＯＳの層及びホウ素－リンＴＥＯＳの層が形成される。表面を平滑
にするために、熱処理工程で、層（６６）を再流動化させる。
【００２２】
図１２に示されるように、窓（６８，７０）及び（７２）を開けるために、誘電体層（６
６）をマスクし、ドライエッチングプロセスによってエッチングするが、この方法に限定
されない。窓（６８）はポリシリコンフィールドプレート（５０）まで開ける。窓（７０
）はｐ＋領域（５６）まで開ける。窓（７２）はコレクタ接触（３６）まで開ける。
【００２３】
図１３に示されるように、白金シリサイドのような第１の障壁層（７４）を各窓（６８，
７０）及び（７２）のそれぞれの中に形成してよいが、この材料には限定されない。白金
を基板上に堆積させ、シリコンと接触する所で、シリコンと反応するよう加熱される。当
業者には周知のように、未反応の白金はエッチング除去される。窓（６８）中の第１の障
壁層（７４）は領域（５６）内でドープシリコン中に形成され、抵抗（２２）への第２の
接触（７６）を形成する。窓（７２）中の第１の障壁層（７４）は、接触（３６）のｎ＋

ドープシリコン中に形成される。
【００２４】
図１４に示されるように、タングステンのような第２の障壁層（７６）を、第１の障壁層
（７４）上に堆積させるが、タングステンには限定されない。第２の障壁層（７６）は、
タングステンを用いる時、当業者には周知のように、スパッタリングプロセスにより形成
してよいが、それには限定されない。障壁層は増やしても、減してもよい。
【００２５】
導電体又はトレースを形成する際、アルミニウム又は銅のような金属層（８０）を、当業
者には周知のように、最上面全体上に、図１５に示されるように堆積させるが、これらの
材料に限定されない。図１５に示された実施例において、金属層（８０）は金属の第１層
であるが、本発明はそれには限定されない。本発明は集積回路を作製する金属多層プロセ
ス中の任意の金属層に適用できる。
【００２６】
層（８０）中の不要の金属は、当業者には周知のように除去され、図１６及び１７に示さ
れるように、上に延びるトレースを有するフィールドプレート抵抗（２２）が得られる。
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金属層（８０）はエミッタ（図示されていない）及びフィールドプレート（５０）へのリ
ード（８２）、第２の抵抗接触（５８）へのリード（８４）、接触（３６）へのリード（
８６）及び一部分のトレース（９０）が抵抗基体（３８）上にルート形成されたトレース
（８８）を形成する。図１５に示されたフィールドプレート抵抗（２２）は、抵抗（２２
）が中に作製される集積回路（９８）の一部を示す。抵抗（２２）の基体（３８）上の増
加した領域を有するフィールドプレート抵抗（２２）は、抵抗への接触を形成するのと同
じ金属層中で、抵抗（２２）の基体（３８）上に、他の金属導電体のルートを形成するた
めに使用できる。
【００２７】
図１７は図１６のフィールドプレート抵抗（２２）の上面図で、抵抗基体（３８）上の導
電体（９０）の１つの可能なルート形成を示す。抵抗基体（３８）の幅（９２）は、抵抗
基体（３８）の端部で、第１の抵抗接触（４６）及び第２の抵抗接触（５８）の幅（９４
）より狭いように示されているが、本発明はそれには限定されない。抵抗基体（３８）上
の本質的に全ての領域が、レイアウト、設計及び作製則にのみ従って、トレース又は金属
導電体のルートを形成するのに使用できる。
【００２８】
このようにして作製されたフィールドプレート抵抗（２２）は、抵抗基体（３８）上に、
導電体又はトレース（９０）のルートを形成するための増大した領域をもつ。レイアウト
、設計及び作製則が、導電体のルート形成のために抵抗基体（３８）上の領域を使用する
上での制限要因となる可能性がある。
【００２９】
本発明は任意の周知のプロセスで作製してよく、ＢＩＣＭＯＳ（相補バイポーラ）プロセ
スで容易に作製できるが、プロセスのすべての工程が含まれているわけではなく、あるい
は全ての工程の全ての詳細がここに含まれているわけではないが、当業者にとっては十分
な開示がされている。開示された工程は、ポリシリコンエミッタプロセスに用いるもので
ある。ルート形成のために増加された領域を有するポリシリコンフィールドプレート抵抗
は、プロセス工程を加えることなく、このプロセスで作製できる。その上、ルート形成す
るための増加した領域を有するポリシリコンフィールドプレート抵抗は、ポリシリコンエ
ミッタプロセスのすべての工程より少い工程で作製することができる。
【００３０】
本発明について、シリコン基板上に作製するように述べてきたが、本発明はそれには限定
されない。任意の半導体を使用することができる。ｐ形ドープ領域の抵抗について述べて
きたが、本発明はそれには限定されず、本発明はドーピングの他の形のフィールドプレー
ト抵抗を作製するために使用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図２】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図３】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図４】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図５】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図６】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図７】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図８】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
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含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図９】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗を
含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１０】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１１】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１２】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１３】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１４】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１５】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１６】本発明に従い、上に増加したルート形成領域を有するフィールドプレート抵抗
を含む集積回路作製方法における工程を示す一連の半導体基板の断面図である。
【図１７】抵抗上にトレースをめぐらす１つの可能性を示す図６上の増加したルート形成
領域を有するフィールドプレート抵抗の上面図である。
【図１８】金属フィールドプレートを有する従来技術の抵抗の断面図である。
【図１９】ポリシリコンフィールドプレートを有する従来技術の抵抗の断面図である。
【符号の説明】
２０　半導体基板、基板
２２　フィールドプレート抵抗、抵抗
２４　活性領域
２６　くぼみ
２８　埋込みｎ＋層、埋込み層
３０　上部表面、表面
３２，３４　くぼみ
３６　接触
３６’　接触領域
３８　抵抗基体
４０　酸化物層
４２　層
４４　窓
４６　第１の接触
４６’　接触領域
４８，４８’　層
５０　フィールドプレート
５２　スペーサ
５４　フォトレジストマスク
５６　フィールドプレート
５８　第２の抵抗接触
６０　溝
６２　注入領域
６６　誘電体層
６８，７０，７２　窓
７４　第１の障壁層
７６　第２の接触
８０　金属層
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８２，８４，８６　リード
８８　トレース
９０　トレース、導電体
９２，９４　幅
９８　集積回路

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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